
平成２９年生駒市教育委員会

第４回定例会 議案

平成２９年４月２４日

生 駒 市 教 育 委 員 会 





議案番号 議　　　        　　案                 名 項

報告第６号 市内中学生熱中症事故調査委員会からの調査結果報告書について １

報告第７号
生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則の
制定について

３

議案第１１号 平成２９年生駒市議会第２回（４月）臨時会提出議案の意見について ５

議案第１２号 生駒市社会教育委員の委嘱について ９

議案第１３号 生駒市教科用図書選定懇話会の開催について １０

平成２９年生駒市教育委員会（第４回）定例会議案目録





報告第６号 

   市内中学生熱中症事故調査委員会からの調査結果報告書について 

 市内中学生熱中症事故調査委員会の答申について、生駒市教育委員会教育長に

対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）

第６条第１号の規定により、別冊のとおり報告する。 

  平成２９年４月２４日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭   
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報告第７号 

   生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

 生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則について、生駒

市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教

育委員会規則第６号）第６条第５号の規定により、次のとおり報告する。 

  平成２９年４月２４日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭   

   生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則（平成１３年６月生駒市規則第１７

号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表第６号中「別表」を「別表第１」に改め、同号を同表第７号とし、

同表第５号中「別表」を「別表第１」に改め、同号を同表第６号とし、同表第

４号中「別表」を「別表第１」に改め、同号を同表第５号とし、同表第３号中

「生駒市立保育所条例（昭和３０年３月生駒市条例第８号）別表備考第８項に

規定する要保護者等世帯」を「条例別表第２備考第９項各号に掲げる世帯」に、

「条例別表」を「条例別表第１」に、「１子」を「第１子」に、「に０．５を乗

じて」を「から３,０００円を控除して」に改め、同号を同表第４号とし、同表

第２号中「別表」を「別表第１」に、「第４号」を「第５号」に改め、同号を同

表第３号とし、同表第１号中「別表」を「別表第１」に、「Ｂ階層からＣ3 階層
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まで」を「Ｃ2 階層又はＣ3 階層」に、「第４号」を「第５号」に改め、同号を

同表第２号とし、同表に第１号として次の１号を加える。 

(1) 特定被監護者等が２人以上いる

世帯で、かつ、条例別表第１のＢ階

層又はＣ 1階層に該当する世帯にお

いて、当該特定被監護者等のうちの

第２子である園児（第５号に該当す

る園児を除く｡) 

保育料の額の全額

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議案第１１号 

   平成２９年生駒市議会第２回（４月）臨時会提出議案の意見について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２９条の規定により、教育委員会の意見を求める。 

  平成２９年４月２４日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭   

【提出議案】 

 ・専決処分につき承認を求めることについて（生駒市立幼稚園保育料徴収条

例及び生駒市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について） 
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議案第 38 号 

専決処分につき承認を求めることについて 

生駒市立幼稚園保育料徴収条例及び生駒市立保育所条例の一部を改正する条例

を定めることについては、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２９年３

月３１日別紙のとおり処分したから、同条第３項の規定により、これを報告し、

承認を求める。 

平成２９年  月  日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史   
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専第 10 号 

           専  決  処  分  書 

生駒市立幼稚園保育料徴収条例及び生駒市立保育所条例の一部を改正する条例

を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決

処分する。 

平成２９年３月３１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

生駒市立幼稚園保育料徴収条例及び生駒市立保育所条例の一部を改正する

条例 

 （生駒市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正） 

第１条 生駒市立幼稚園保育料徴収条例（昭和２５年４月生駒市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第２備考第８項の表イの項中「保育所」を「Ｃ1 からＣ18 までの階層の世

帯において保育所」に改め、同表備考第９項中「Ｃ1 からＣ6 までの階層の世帯

及びＣ7 の階層のうち市町村民税の所得割額が７７,１００円以下の世帯にあっ

ては当該世帯の保育料の額は同表に定める括弧内の額」を「Ｃ1 からＣ4 までの

階層の世帯にあっては当該世帯の保育料の額は同表に定める括弧内の額とし、

Ｃ5 及びＣ6 の階層の世帯並びにＣ7 の階層のうち市町村民税の所得割額が７７,

１００円以下の世帯にあっては当該世帯の保育料の額は４,８００円」に改め

る。 
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 （生駒市立保育所条例の一部改正） 

第２条 生駒市立保育所条例（昭和３０年３月生駒市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表備考第７項の表イの項中「保育所」を「Ｃ1 階層からＣ18 階層までの世帯

において保育所」に改め、同表備考第８項中「Ｃ1 階層からＣ6 階層までの世帯

及びＣ7 階層のうち市町村民税の所得割額が７７,１００円以下の世帯にあって

は当該世帯の保育料の額は同表に定める括弧内の額」を「３歳未満児に係るＣ1

階層からＣ5 階層までの世帯並びに３歳児及び４歳以上児に係るＣ1 階層からＣ

4 階層までの世帯にあっては当該世帯の保育料の額は同表に定める括弧内の額

とし、３歳未満児に係るＣ6 階層の世帯及びＣ7 階層のうち市町村民税の所得割

額が７７,１００円以下の世帯にあっては当該世帯の保育料の額は９,０００円

とし、３歳児及び４歳以上児に係るＣ5 階層及びＣ6 階層の世帯並びにＣ7 階層の

うち市町村民税の所得割額が７７,１００円以下の世帯にあっては当該世帯の

保育料の額は６,０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成２９年度分

の保育料から適用し、平成２８年度分までの保育料については、なお従前の例

による。 
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議案第１２号 

生駒市社会教育委員の委嘱について 

 生駒市社会教育委員に下記の者を委嘱したいから、社会教育法（昭和２４年

法律第２０７号）第１５条第２項の規定により、教育委員会の議決を求める。 

記 

 住  所 ●●●●●●●●●●●●● 

 氏  名 中谷 友美奈 

 委嘱期間 平成２９年４月２４日から平成３０年５月３１日 

 住  所 ●●●●●●●●●●●● 

 氏  名 藤尾 清司 

 委嘱期間 平成２９年４月２４日から平成３０年５月３１日 

 住  所 生駒市山崎町４番４４号（生駒小学校） 

 氏  名 山中 賢司 

 委嘱期間 平成２９年４月２４日から平成３０年５月３１日 

  平成２９年４月２４日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 中 田 好 昭 
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議案第１３号 

生駒市教科用図書選定懇話会の開催について 

 生駒市教科用図書選定懇話会の開催について、下記のとおり開催したいか

ら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年６月法律第１６２

号）第２１条第６号の規定により、教育委員会の議決を求める。 

記 

 開催目的 平成３０年度使用小学校道徳科用図書採択に係る調査・研究 

 開催期間 平成２９年５月１日から平成２９年８月３１日 

  平成２９年４月２４日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 中 田 好 昭 
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